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◆小規模事業者持続化補助金〈一般型・通常枠〉申請スタート 
       ～販路開拓・生産性向上の取り組みを支援します～ 

小規模事業者持続化補助金は、物価高騰や賃上げ、インボイス制度への対応を迫られる小規模

事業者が、販路開拓や業務効率化を目的とした取り組み費用の一部を支援する補助金です。 

補 助 率 ２／３ 補助上限 ５０万円 

●インボイス特例…５０万円上乗せ 

［特例要件］免税事業者のうちインボイス発行事業者の登録を受けた事業者 

●賃金引上げ特例…１５０万円上乗せ 

［特例要件］事業場内最低賃金を＋５０円以上とした事業者 

＊上記の特例要件をどちらも満たす場合は２００万円上乗せ 

［対象経費］機械装置等費、広報費、ウェブサイト関連費、展示会等出展費 等 

［申請期間］令和８年３月６日（金）～４月３０日（木） 

［申請方法］電子申請のみ。申請には「ＧビズＩＤプライム」のアカウント取得が必要です。 

ＧビズＩＤの取得 → https://gbiz-id.go.jp/top/ 
 

 

  

 

※詳しくは、当商工会議所 TEL:52-1740（担当／大橋、明間）まで。 

 

◆新潟県ビジネス変革応援補助金(事前のご案内) 

令和８年４月中旬募集開始予定 

新潟県では、長引く物価高騰などにより収益に影響を受けている県内事業者等が産業構造・経

済社会活動の変化に対応するために行うＤＸや省人化・省力化、事業再構築に向けた取組を支援

する補助金です。詳細が決まり次第、ＨＰ等であらためてお知らせします。 

※お問い合わせは、当商工会議所 TEL:52-1740（担当／大橋、明間）まで。 

 

◆加茂市物価高騰交付金対策事業～事業者向け支援のご案内～ 
加茂市では市内に事業所を有する中小企業者を対象に下記の支援メニューを用意しています。 

①収益力向上のための設備購入やシステム導入費を一部助成。 

②工場等の屋根等の遮断や断熱の工事費を一部助成。 

※詳しいお問い合わせは、加茂市商工観光課 TEL:52-0080まで。 

NO.451 号／R8.3.5発行 

 

 

 

 

 

※申請には当商工会議所が発行する「事業支援計画書（様式４）」の提出が必要です。 

申請をお考えの方はお早めにご相談ください。 

http://www.kamocci.or.jp/
mailto:info@kamocci.or.jp
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◆令和７年分確定申告の申告期限が迫っています 

【申告納付の期限】※書面申告書・決算書等は当所でも提出できます。 

 申告所得税及び復興特別所得税 消費税及び地方消費税（個人事業者） 

申告・納期限 令和８年３月１６日（月） 令和８年３月３１日（火） 

振替日 令和８年４月２３日（木） 令和８年４月３０日（木） 

  ▶昨年より税務署の「収受印」が無くなりましたので、申告書の控え等はご自身で作成及び

保有、提出年月日の記録・管理が必要です。 

       ＊令和７年分確定申告書等作成コーナーはこちらから→ 
        

〇国税に関するご質問・ご相談が２４時間いつでも可能！ 

国税庁の『チャットボット（ふたば）』と『タックスアンサー』では、税に関するよくあ

るご質問に自動で回答しています。確定申告に関する疑問解消にご利用ください。 

 

 

 

 

〇マイナポータル連携を使うと e-Tax手続きが便利で効率的に 
こんなメリットが… 

・税務署に提出済みの各種データ（給与所得・公的年金等の源泉徴収票など）を自動取得

し、確定申告書の該当欄へ自動入力できる。 

・医療費の領収書の収集や集計作業が不要に。 

・ふるさと納税の寄附金受領証明書の情報も自動取得・自動入力が可能となる。 

 

〇三条税務署／確定申告会場のお知らせ 
  ○期間 ２月１６日(月)～３月１６日(月) 受付…９時～１６時／相談開始…９時～ 

      ※相談を受けるには入場整理券が必要です。ただし混雑状況によっては、１６

時前に受付を終了する場合がありますので、ご注意ください。 
  ○会場 燕三条地場産業振興センターリサーチコア６階研修室 

  ○確定申告会場予約の流れ ①国税庁 LINE公式アカウントで友だち追加 

②メニュー「確定申告相談の申込」から予約 

③当日配付の「入場整理券」を取得 

※会場ではご自身のスマートフォン（タブレット）から申告手続きを行います。 

※会場内にＷｉ—Ｆｉ環境はありません。 

 

〇３月税務相談会 
 日常の経理処理や記帳方法、確定申告書後の経理処理の相談…等 

 〇日時 ３月１９日(木)  １０時～(１時間程度） 

  〇会場 加茂商工会議所研修室 

※詳しくは、当商工会議所 TEL:52-1740（担当／渡邉）まで。 

チャットボット(ふたば) 
所得税・消費税の確定申告に関する質

問や e-tax・確定申告書等作成コーナ

ーの操作方法などを AIが自動で回答。 

タックスアンサー 
国税のよくある質問に対する一般的

な回答を調べることができます。 

LINE ID 

「＠kokuzei」 
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◆小規模企業共済で節税対策しませんか？ 

［加入資格］常時使用する従業員数が２０名以下（商業・サービス業５名以下）の個人事

業主または会社役員の方が対象です。 

      ※個人事業主の「共同経営者（配偶者専従者、後継予定者）」も加入できます。 

［掛  金］１,０００円から７０,０００円の範囲内で自由に設定可能。 

掛金は所得税法上、「小規模企業共済等掛金控除」として最大８４万円（掛金

月額限度額７万円×１２カ月分の支払額）まで申告することができます。 

※詳しくは、当商工会議所 TEL:52-1740（担当／大橋）まで。 

 

◆４月から健康保険被扶養者認定基準が変更に！ 
  就業規則や労働契約の整備などは無料相談会を活用ください 
令和８年４月１日より、被扶養者における年間収入の判定方法が変更となります。労働契約の

内容に基づく賃金（基本給、諸手当、賞与など）で年間収入が判定されますが、これに伴い、企

業側は労働条件通知書などの整備が重要となります。就業規則の見直しや雇用契約書の整備など

は、当商工会議所の無料労務相談会をご利用ください。 

 変更前 
変更後 

（令和８年４月１日以降） 

判定方法 
今後１年間の収入見込み 
(過去・現在・将来の見込み) 

労働契約で定められた年間収入 
(労働条件通知書・雇用契約書） 

所定外賃金の扱い 残業代の見込み額も含む 
労働契約の締結段階で見込みが
ない場合は含まない 

臨時収入などで年収が 
１３０万円を超えた場合 

扶養認定が取り消される場合が
ある 

大幅に超えなければ取り消され
ない 

◎年間収入の判定基準は変わりますが、基準額自体は原則として変更されません。 

原則…年間収入１３０万円未満 

６０歳以上または一定の障害がある方…年間収入１８０万円未満 

１９歳以上２３歳未満（配偶者を除く学生）… 年間収入１５０万円未満 

※詳しくは、当商工会議所 TEL:52-1740（担当／岡﨑）まで。 

 

◆事業資金にマル経融資制度をご利用ください 
  無担保・無保証人・保証料なし・貸付期間１０年 

 
 

◎対象企業  常時使用する従業員数が商業・サービス業：５人以下 

                   製造業・建設業・その他：２０人以下 

◎融資限度額 ２,０００万円 

◎返済期間  運転・設備資金とも１０年(据置２年以内) 

  ※詳しくは、当商工会議所 TEL:52-1740（担当／大橋、明間）まで。 

２.４％ 
３月５日現在 

（固定金利） 

tel:52-1740（担当／
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◆創業塾のご案内 ～創業の基本・ポイントを５日間で習得～ 

経営・財務・販路開拓・人材育成など創業に必要な知識を幅広く、短期間で習得することがで

きる創業塾を開催します。この機会にぜひ、ご参加ください。 

  ○日時と内容  ①４月１６日（木）…【経  営】創業の心構え・経営理念・創業計画 

          ②４月２３日（木）…【財  務】決算書の見方・資金調達方法 

         ③４月３０日（木）…【販路開拓】経営戦略とマーケティング 

         ④５月２１日（木）…【人材育成】人材確保と育成・組織作り 

        ⑤５月２８日（木）…【個別相談】希望者のみ・１社３０分程度  

○会  場   加茂商工会議所会議室   ○受 講 料  ５,０００円     

○参加資格   創業する意思・計画がある方、改めて創業の基本を学びたい方 等 

○講  師   ＳＭＥＣコンサルタンツ㈱代表取締役 土田正憲氏（中小企業診断士） 

取 締 役 土田克則氏（中小企業診断士） 

 ○申し込み   下記申込書に参加料を添えて商工会議所窓口へご持参ください。  

※詳しくは、当商工会議所 TEL:52-1740(担当／明間)まで。 
 

◆ものづくりを支える匠「にいがた県央マイスター」 

栢森敏行さん(㈱渡邊製作所)が新たに認定されました 

新潟県三条地域振興局は、高度な産業技術を支える卓越した技術・技能を有する方を「にいが

た県央マイスター」として認定し技術伝承や人材育成の活動を支援していますが、栢森敏行さん

／㈱渡邊製作所（千刈）が新たにマイスターとして認定されました。おめでとうございます。 
 

◆健康診断のご案内 ～会員特別受診料補助あり～ 
○健康診断→受診料一部補助    〇人間ドック→１名につき 2,000円補助 

○当所会員事業所の役員、従業員、家族従業員が対象です。 

 ※お申し込みは、受診機関または当商工会議所 TEL:52-1740（担当／伴）まで。  
 

◆会議所３月の主な行事予定 
 

 

 

創業塾  参加申込書 
加茂商工会議所（FAX：0256-52-4100） 

氏  名  住  所  

電話番号  携帯電話  

開業予定業種・時期 

 

 

実 施 機 関       健 診 日 時（会場:加茂市産業センター） 

（一社）新潟縣健康管理協会 

TEL:025-279-3311 
４月２１日 (火) ８:３０～１１:３０ (午前) 

１１日(水) 常議員会       12:00～ 

１９日(木) 税務相談会    10:00～ 

２７日(金) 通常議員総会   16:30～ 

※時間はいずれも 

18:30～21:00 

※切らずにこのまま FAXしてください 


